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６
月
５
日
か
ら
６
月
２２
日
を
会
期
と
し
て
第
２
回
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、
提
案
さ
れ
た
一
般
議
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
で
の
主
な

審
査
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

※「
議
会
だ
よ
り
」平
成
２７
年
第
２
回
定
例
会
一
般
質
問
特
集
を
、
１６
㌻
～

１７
㌻（
中
央
部
）に
差
し
込
む
形
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
ご
覧
く

だ
さ
い

問
：
委
員（
議
員
）か
ら
の
質
疑
な
ど

答
：
市
役
所
執
行
部
か
ら
の
答
弁
な
ど

　
本
案
は
、
現
在
の
条
例
が
制
定
か
ら

相
当
の
年
月
が
経
過
し
、
規
定
の
追
加

な
ど
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、

い
わ
ゆ
る「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
」の
施
行

に
伴
い
、
個
人
情
報
保
護
条
例
の
改
正

が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
関
連
し
、

市
の
公
文
書
公
開
審
査
会
か
ら
も
見
直

し
を
検
討
す
る
よ
う
指
摘
が
な
さ
れ
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
必
要
な
条
文
整
備
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問　
今
回
新
た
に
、
膨
大
な
量
の
公
文

書
公
開
請
求
を
行
う
な
ど
の「
権
利
の
濫

用
」に
あ
た
る
請
求
を
公
開
の
対
象
外
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
市
に
と

っ
て
都
合
が
悪
い
情
報
の
公
開
が
拒
否

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。

答　
こ
の
度
の
改
正
案
で
は
、「
市
民
の

知
る
権
利
の
保
障
」を
明
記
し
て
お
り
、

透
明
性
が
高
ま
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

公
開
を
拒
む
方
向
に
逆
行
す
る
こ
と
は

な
く
、「
権
利
の
濫
用
」の
規
定
は
例
外

で
あ
る
。

問　
こ
の
条
例
の
変
更
点
を
市
民
に
周

知
す
る
方
法
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。

答　
市
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
周

知
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的
な

内
容
に
つ
い
て
は
現
状
と
変
わ
ら
な
い

部
分
も
あ
る
が
、
変
更
点
に
つ
い
て
、

市
民
の
方
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
考
え
て
い
き
た
い
。

◆
要
望
◆

　
情
報
公
開
の
制
度
を
利
用
す
る
方
の

立
場
に
立
っ
て
周
知
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　
本
案
は
、い
わ
ゆ
る「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
」の
施
行
に
備
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

入
っ
た「
特
定
個
人
情
報
」の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
な
ど
、
必
要
な

条
文
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問　
先
日
、
日
本
年
金
機
構
で
個
人
情

報
の
流
出
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
条
例
の

施
行
日
は「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
」の
施
行

日
で
あ
る
１０
月
５
日
を
予
定
し
て
い
る
。

条
例
の
施
行
日
を
先
延
ば
し
し
な
く
て

も
よ
い
の
か
。

答　
心
配
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
全
国
で
一
斉
に

進
め
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
を
動
か
さ

な
い
と
先
に
進
め
な
い
の
で
、
現
時
点

で
は
１０
月
５
日
の
ま
ま
で
進
め
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
。
万
が
一
、
不
測
の

事
態
が
生
じ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
議
会
な

ど
に
相
談
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
本
案
は
、
平
成
２７
年
５
月
２６
日
に
施

行
さ
れ
た
国
の
法
律
が
、
平
成
２４
年
に

制
定
し
た
市
の
条
例
の
大
部
分
と
重
複

す
る
こ
と
か
ら
、
市
の
条
例
の
全
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
執
行
部
の
説
明
▲

　
今
回
の
条
例
改
正
の
主
な
内
容
は
、

「
管
理
不
適
切
空
家
等
」が
あ
る
と
認
め

る
と
き
に
、
市
民
な
ど
が
市
へ
情
報
提

供
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
や
、「
特
定 

空
家
等
」と
認
め
ら
れ
な
い
空
家
な
ど
に

つ
い
て
、
敷
地
に
入
っ
て
外
観
調
査
を

行
う
権
限
を
職
員
に
与
え
る
一
方
、
条

例
の
基
本
理
念
や
市
の
責
務
な
ど
が
国

の
法
律
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

●
議
案
第
９５
号

「
下
関
市
情
報
公
開
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

●
議
案
第
９６
号

「
下
関
市
個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

●
議
案
第
１００
号

「
下
関
市
空
家
等
対
策
の
推
進

に
関
す
る
条
例
」

●
議
案
第
１１５
号

「
工
事
請
負
契
約
締
結
に
つ
い
て
」

こ
と
か
ら
、
市
の
条
例
に
は
規
定
し
な

い
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
強
制
撤
去
が
可

能
に
な
っ
た
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
行
政
代
執
行
に
よ
る
強
制
撤

去
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

答　
「
特
定
空
家
」と
認
定
さ
れ
る
と
、

助
言
か
ら
始
ま
り
、
指
導
、
勧
告
、
命

令
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
勧
告
や
命
令

の
後
に
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
従
わ
な
い
場
合
に
は
行
政
代

執
行
が
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
実
際
に
勧
告
や
命
令
、
行
政
代

執
行
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
条
例
で

設
置
す
る「
空
家
等
対
策
協
議
会
」で
十

分
に
協
議
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
本
案
は
、
下
関
球
場
の
改
修
建
築
主

体
工
事
に
つ
い
て
、
原
工
務
店
・
槌
屋

産
業
下
関
球
場
改
修
建
築
主
体
工
事
共

同
企
業
体
と
３
億
６９３
万
６
０
０
０
円
で

工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

▼
執
行
部
の
説
明
▲

　
工
事
の
主
な
内
容
は
、
ダ
ッ
グ
ア
ウ

ト
や
テ
ィ
ー
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
練
習
場
改

修
、
ブ
ル
ペ
ン
棟
の
増
築
他
、
車
い
す

利
用
者
の
観
覧
ス
ペ
ー
ス
や
ト
イ
レ
な

議会だより

議会の情報は下関市の
　　ホームページから

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

第２回定例会
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下関球場

今後の予定について
　９月定例会が予定されましたのでお知らせします。
　この日程は予定であり、今後、変更となること
があります。

日 曜日 会議など
３ 木 本会議(提案説明など)
４ 金 常任委員会

５・６ 土・日 休会
７ 月 常任委員会
８ 火 常任委員会
９ 水 常任委員会

10 木 一般・特別会計
決算審査特別委員会※

11 金 一般・特別会計
決算審査特別委員会※

12・13 土・日 休会

14 月 一般・特別会計
決算審査特別委員会※

15･16･17 火･水･木 休会（整理日）
18 金 本会議（一般質問）

19・20 土・日 休会
21 月 休会（敬老の日）
22 火 休会（国民の休日）
23 水 休会（秋分の日）
24 木 本会議（一般質問）
25 金 本会議（一般質問）

26・27 土・日 休会
28 月 本会議（一般質問）
29 火 本会議（一般質問）
30 水 本会議（表決等）

第３回定例会（９月）

※企業会計の決算審査は所管の常任委員会で行います

【傍聴受け付け場所】

▽本会議＝９階受け付け（定員： 70人）

▽委員会＝７階受け付け
　　　　　（定員：各委員会室８人）
※各階の受け付けまでは、エレベーターをご
利用ください

◆議会を傍聴してみませんか？◆
　下関市議会では、市民に開かれた議会運営
を行うため、地方自治法で定められた本会議
に加え、常任委員会、特別委員会、議会運営
委員会も原則として公開しています。
　傍聴される方は、会議の行われる日に各フ
ロアの受け付けで、住所、氏名を書いて、到
着順に傍聴券を受け取ってください。

【傍聴の際、守っていただくこと】
・どのような理由があっても、議員席には入

らないでください。
・発言に対し、声を出したり、拍手などをし

て騒ぎ立てないでください。
・静粛を守り、話したり、笑ったりしないで

ください。
・帽子、コート、マフラー、手袋の類は着用

しないでください。
・傍聴席で、物を食べたり飲んだり、たばこ

を吸わないでください。
・議長や委員長の許可なく、録画や録音はし

ないでください。（携帯電話は必ず電源を切る
か、マナーモードにしてください。）

・傍聴席では係員の指示に従ってください。

ど
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
２８
年
度
は
審
判
員
休
憩
室
の
改

修
や
駐
車
場
の
整
備
な
ど
を
行
う
予
定

と
し
て
い
る
。

問　
平
成
２７
年
１０
月
か
ら
翌
年
の
３
月

末
ま
で
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
含
め
す
べ
て

の
球
場
設
備
の
使
用
が
で
き
な
い
と
の

こ
と
で
あ
る
が
、
平
成
２８
年
の
同
時
期

は
ど
う
か
。

答　
来
年
の
同
時
期
も
電
気
や
水
道
が

全
部
止
ま
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
整
備
が

で
き
な
く
な
る
の
で
、
基
本
的
に
は
使

え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
来
年
の
工
事

の
詳
細
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
場

合
に
よ
っ
て
は
一
部
使
え
る
期
間
が
出

て
く
る
可
能
性
は
あ
る
。

◆
要
望
◆

　
で
き
る
だ
け
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
使
え
る

形
で
配
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

▼
審
査
結
果
▲

　
第
２
回
定
例
会
で
は
、
こ
れ
ら

の
議
案
を
含
め
２８
件
が
提
出
さ
れ
、

請
願
２
件
は
賛
成
少
数
で
不
採
択

と
な
っ
た
も
の
の
、
残
り
２６
件
に

つ
い
て
、
一
部
反
対
が
あ
り
ま
し

た
が
、
い
ず
れ
も
可
決（
同
意
、
採

択
）さ
れ
ま
し
た
。

　
各
議
案
に
対
す
る
議
員
個
別
の

賛
否
の
結
果
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
議
会
事
務
局
議
事
課

☎
２３１-

４
１
２
１（
直
通
）

　
２３４-

５
１
７
１

gkgijika@
city.shim

onoseki.
yam

aguchi.jp


